
奈
良
県
告
示
第
二
百
一
号

昭
和
三
十
九
年
四
月
奈
良
県
告
示
第
一
号
（
分
任
出
納
員
へ
の
事
務
の
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
九
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

表
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
住
ま
い
ま
ち
づ
く
り
課
に
勤
務
す
る
出
納
員
の
項

中
「
並
び
に
共
同
部
分
の
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
及
び
下
水
道
の
使
用
料
」
を
「
及
び
共
益
費
」
に
改
め

る
。
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